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子ども家庭
支援課

児童相談情報管理システ
ム改修委託業務

R6.7.8 株式会社HBA 4,294,620

[選考基準]
１． 現在、児童相談所で使用している児童相談情報管理システムについて、改修
可能な技術を有していること。
２．児童相談情報管理システムで発生する不具合等に、速やかに適切に対処し、遅
滞なくシステム復旧させる保守・管理が可能であること。

［選定理由］
　株式会社HBAは、現在当該システムの運用保守業務の受託者であり、維持管理業
務の受託者と同一の者にシステム改修を履行させなければ、障害発生時の対処に支
障をきたすほか、管理責任の所在が不明確になるため、同社を選定する。

 [契約根拠]
　・地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
　・北海道財務規則運用方針第３節関係１の（２）
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